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1.	 はじめに

1–1.	 山手の歴史

安政６年（1859）の横浜開港後、初めて横浜の地を訪れた西洋人が見たものは、入江を囲む小さな集落と、
海に向かって白い断崖を見せる緑の丘陵でした。西洋人はこの丘を「崖」という意味の「BLUFF」と呼び
ました。これが山手の丘です。山手が港を望む高台に位置するため周辺の市街地や港を展望することがで
き、居住環境として良好であったことから、慶応２年（1866）以降、この地は外国人居留地として、国
際色豊かな街並みが形成されました。明治初期には道路が整備され公園が開園するなど、現在に引き継が
れている街の骨格が出来上がりました。中期になると、煉瓦造の本格的な西洋館が登場するなど山手の異
国情緒は一段と高まりました。

こうして本格的な西洋館のまちなみを構えていた山手でしたが、大正 12 年（1923）に起きた関東大震
災でそれまであったほとんど全ての建物は倒壊してしまいました。このため、現在山手に建つ西洋館はそ
のほとんどが震災以降に建てられたことになります。第２次世界大戦による被災は比較的小さく済みまし
たが、戦後、一帯は進駐軍により長い間接収されていました。そのため本格的なまちづくりが始まったの
は、接収が解除された昭和 40（1970）年代後半になってからのことです。

昭和 40 年代半ばは、建物に対する規制も少なく、無秩序な住宅開発が行われ、マンション建設ブーム
により、山手においても高層住宅の建設が相次ぎました。これらの高層住宅は丘の上からの港の景観を
阻害することとなり、地元住民によるマンション建設反対の陳情をきっかけとして、横浜市は昭和 47 年

（1972）に山手地区景観風致保全要綱を策定しました。この要綱や風致地区条例などによって、横浜を代
表する山手地区の景観保全が図られてきたともいえます。以降、山手のまちづくりについては、山手の環
境が横浜市民にとってかけがえのない財産であると位置づけ、環境の保全に向けて施策を進めてきました。
緑豊かで閑静な異国情緒あふれる住宅・文教地区として多くの人々に親しまれています。

参考文献：「YOKOHAMA YAMATE-BLUFF STORY」(1992）都市デザイン室発行
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1–5.	 景観に関する手続き等

対象区域内で建築行為などの行為を行う場合は、景観法に基づく届出、横浜市魅力ある都市景観の創造
に関する条例に基づく都市景観協議が必要になります。

（1）  届出の対象となる行為　（届出対象行為及び特定届出対象行為 - 景観法第 16 条第 1 項、

第 17 条第 1 項）
次の (1) から (5) に掲げる行為を届出対象行為とし、(1) から (4) までの行為を特定届出対象行為とします。
該当行為を行おうとする日の 30 日前までに、景観法に基づいて横浜市に対して届出を行う必要があり

ます。特定届出対象行為で景観形成基準の形態意匠の規定に適合しない場合は、変更命令の対象となる場
合があります。

(1)	建築物の新築、増築、改築又は移転（増築又は改築については、外観の変更を伴わないものを除く。）
(2)	建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3)	工作物の新設、増築、改築又は移転（改築については、外観の変更を伴わないものを除く。）
(4)	工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(5)	樹高５ｍ又は高さ 1.2 ｍの幹の周囲が 1.5 ｍを超える木竹の伐採

ただし、届出対象行為が次のために行うものに該当する場合は、届出対象行為から除きます。
(1)	公共施設の機能の維持、保全又は安全確保のために必要な軽易な行為
(2)	法律により電気の供給又は電気通信役務の提供等が義務づけられている事業者が、当該事業の目

的で設置する工作物の機能の維持、保全又は安全確保のために必要な軽易な行為
(3)	事故、火災等により第１項の施設又は第２項の工作物が損壊した場合における緊急的な機能の回

復又は維持に必要な工作物の新設、増築、改築又は移転

※屋外広告物については、横浜市屋外広告物条例の許可基準となるため、景観計画の届出は不要です。

１.	 垣、柵、塀、ネットフェンスその他これらに類するもの
２.	 擁壁その他これらに類するもの
３.	 建築物とならない駐車場、駐輪場
４.	駐車場又は駐輪場に付属するゲート、精算機、車止め	

その他これらに類するもの
５.	 コースター等の高架の遊戯施設又は観覧車等の	

回転運動をする遊戯施設
６.	 電気通信設備、電気工作物、無線設備
７.	 高架鉄道、高架道路
８.	 排気塔、冷却塔その他これらに類するもの
９.	 煙突、高架水槽その他これらに類するもの
10.	鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに	

類するもの
11.	 鉄塔、記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する	

もの
12.	橋梁、横断歩道橋、跨線橋その他これらに類するもの

13.	アスファルトプラントなどの製造施設その他これらに	
類するもの

14.	電気供給若しくは有線電気通信のための空中線の	
支持物

15.	自動販売機、写真撮影機その他これらに類するもの
16.	電話ボックスその他これらに類するもの
17.	 ベンチ
18.	屋外に設置するデッキその他これらに類するもの
19.	舗装（車道は除く）、植栽マスその他これらに類するもの
20.	ゴミ箱及びゴミ集積所に付属するもの
21.	郵便集配ポスト（関内のみ）
22.	案内標識、案内サインその他これらに類するもの
23.	ヘリコプター緊急離着陸場、緊急救助用スペース
24.	風車

山手地区については、次の工作物を対象とします。
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主要道路

凡　　例

都市景観協議地区図2

主要道路

山手地区
都市景観協議地区　

0 100 200 300 400 500m

（2）  協議の対象となる行為（都市景観形成行為及び特定都市景観形成行為 - 横浜市魅力あ

る都市景観の創造に関する条例第 9 条）
■都市景観形成行為

次の行為（横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づく都市景観形成行為という。）を行おう
とする場合は、あらかじめ、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づいて横浜市と協議を行う
必要があります。
(1)	建築物の新築、増築、改築又は移転（外観の変更を伴わない増築若しくは改築又は仮設建築物のうち

工事現場事務所若しくは催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認め
るものは除く。）

(2)	建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3)	土地に定着する工作物（鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。）又は建築物に定着

する工作物（鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。）の新設、増築、改築又は移転
（外観の変更を伴わない改築は除く。）

(4)	土地に定着する工作物（鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。）又は建築物に定着
する工作物（鉄塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。）で、外観を変更することとな
る修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5)	屋上看板、壁面看板、そで看板又は広告塔及び広告板の屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出
する物件の設置（催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認めるもの
は除く。）

■特定都市景観形成行為
次の行為（横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づく特定都市景観形成行為といいます。）

を行おうとする場合は、横浜市都市美対策審議会の意見を聞いて協議を進めます。ただし、周辺の景観に
与える影響が少ないもの又は一戸建の住宅で、山手地区の魅力的な景観形成に支障がないと市長が認めた
場合は、この限りではありません。
(1)	山手町特定地区において、都市景観協議地区図２に示す主要道路に面する敷地内の建築物で、建築面

積が 400㎡を超える建築物の新築、増築、改築又は移転（外観の変更を伴わない増築若しくは改築又
は仮設建築物のうち工事現場事務所若しくは催事等のために一時的に設置するもので景観への影響が
少ないと市長が認めるものは除く。）

(2)	都市景観協議地区内の建築物で、建築面積が 1,000㎡を超える建築物の新築、増築、改築又は移転（外
観の変更を伴わない増築若しくは改築又は仮設建築物のうち工事現場事務所若しくは催事等のために
一時的に設置するもので景観への影響が少ないと市長が認めるものは除く。）
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1–6.	 本ガイドラインの使い方

＜山手地区全域ガイドライン＞
山手地区の都市景観形成の方向性を示した方針、並びに景観形成基準及び行為指針を定めています。

■景観形成基準とは
景観法第 16 条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための行為の制限及び屋外広告物

の設置等に関する行為の制限です。ただし、良好な景観の形成のための行為の制限において市長が横浜市
都市美対策審議会に意見を聴いたうえで、魅力ある都市景観の創造に特に寄与すると認めたものは、この
限りではありません。

■行為指針とは
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、横浜市と協議を行う際の指針です。より質の高

い景観形成を協議により図っていくことをねらいとしています。

＜地区別ガイドライン＞
山手地区の中で、地区の個性や特徴をさらに伸ばしていくために達成することが望まれる建築行為等の

指針で、特定地区、準特定地区において、地区別の方針、景観形成基準及び行為指針を定めています。
地区別の方針等を定めている地区は、山手地区全域を対象とした全域ガイドラインに加え、併せて地区

別ガイドラインの達成が求められます。

基本的な考え方
経緯や背景となる考え方を記載
しています。

基本的な考え方
経緯や背景となる考え方
を記載しています。

地域で定めている
協定等の紹介
地域で定めている協定等
の概要を参考として紹介
しています。

地区別の方針
地区別の都市景観形成の
方向性を示した方針を記
載しています。

解説・事例
景観形成基準や行為指針の内
容を実現するための工夫や配
慮事項について図や参考とな
る事例を用いながら解説して
います。

基準・指針
景観形成基準や
行為指針を
記載しています。

計画図・都市景観協議地区図
景観形成基準や行為指針に関す
る事項（場所、制限等）を記載
した図面を示しています。

解説・事例
景観形成基準や行為指針の内容を
実現するための工夫や配慮事項に
ついて図や参考となる事例を
用いながら解説しています。

基準・指針
景観形成基準や行為指針を
記載しています。



10

2.	 魅力ある都市景観を創造するための方針

山手地区では、旧外国人居留地としての国際性が今なお色濃く残されており、それらを形成する西洋館
や外国人墓地などの歴史的資産を保全及び活用したまちづくりを進めてきています。異国情緒を感じる景
観や開港以来の文化が継承されている山手地区は、横浜を代表する住宅・文教地区であり、この良好な環
境は地区全域の財産であると同時に、市民から広く親しまれている横浜全体の市民の共有財産ともいうべ
きものです。

当地区においては、昭和 47 年（1972）に山手要綱を策定し、港の見える丘公園などからベイブリッジ、
港及び市街地への眺望景観の確保や、緑豊かな住宅・文教地区としての景観を形成している建造物や大木
などの保全を行ってきました。また、山手本通り、元町通りなどの個性的な通りの魅力的な歩行者空間の
形成や山手公園、元町公園などの緑豊かで歴史を感じる憩いの空間の創出など、地元まちづくり組織との
協働などにより、様々な魅力づくりが図られてきました。

このような歴史を残した街並みや良好な地区環境を維持している山手地区の特徴を伸長しつつ、次の５
つの方針に基づいて、山手地区の街並みをさらに魅力的なものとし、国際色豊かな特色を発信するまちづ
くりを行います。

Ⅰ	 山手の丘から港や市街地への良好な眺望を保全し、
	 ミナト横浜を感じる眺望景観の形成を図る。

Ⅱ	 樹木やまとまりのある緑の保全により、
	 緑豊かな地区の環境を維持する。

Ⅲ	 居留地時代から継承された
	 歴史的な建造物や土木遺構などによる
	 歴史や異国情緒を感じる景観を保全し、活用する。

Ⅳ	 緑豊かでゆとりと落ち着きのある
	 街並みを形成する。

Ⅴ	 地区ごとの魅力ある通りを軸線とした、
	 歩いて楽しめる歩行者空間を形成する。
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＜景観形成基準＞
全域
■眺望景観の確保
■色彩に関する事項
■建築物の最高高さ
■屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の	

設置に関する行為の制限に関する事項

元町特定地区・石川町準特定地区
■屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の	

設置に関する行為の制限に関する事項

＜行為指針＞
全域
■眺望景観の確保に関する事項
■色彩に関する事項

方針 I
山手の丘から港や市街地への良好な眺望を保全し、・
ミナト横浜を感じることができる眺望景観の形成を図る。

横浜市では、昭和 47 年（1972）には山手要綱を策定するなど、長年にわたって横浜にふさわしい眺望
を確保するため、山手の丘から港や市街地への良好な眺望を保全してきました。

建物の高さや形態・意匠、屋外広告物の表示などの配慮を求めることで、今後も良好な眺望を保全し、
魅力的な眺望景観の形成を目指します。

〇対応する景観形成基準・行為指針
















































